
　横浜市では、駅前や都心部などの多くの人が訪れる公開性のある
民有地において、地面や屋上、壁面などに法令等で定める基準以上
の緑化を行う市民・事業者に対し、その費用の一部の助成を行って
います(市街化調整区域を除く)。

対象経費の1/2

ただし、上限1,000万円

助　成　額

【相談・お問合せ】
　横浜市環境創造局みどりアップ推進課
　電話：671－3447　FAX：224－6627
　Mail:ks-ryoka@city.yokohama.jp



対象経費の1/2
ただし、
上限1,000万円

・一敷地での助成は
　同一年度で１回

・材料単価は建設物
　価（建設物価格調
　査会編）等を参考
　とし、審査します。

・労務単価は公共工
　事設計労務単価表を
　準用し、審査します。

または右記QRコードから
ホームページをご覧ください。

詳しくは  公開性のある緑空間  で検索！

※１　誰もが自由に入れる敷地である必要があります。
※２　助成条件等の詳細については、ホームページに掲載している事業要綱をご確認ください。
※３　法律等により緑化率の定めがある場合は、その基準を超えた部分の緑化が対象となります。
　　　また、緑化施設の再整備も対象となりますが、新たに緑化面積が増えることが必要です。
※４　原則として、本事業で助成対象となる緑化は、他の助成等を受けていないことが条件となります。


